
令和元年度

第 35回 五領地区連合 自治会 定期総会

日時 :令和元年 5月 12日 (日 )14時～16時

場所 :五領公民館  2階 大集会室

1. 開会のことば         ヽ

2。 高槻市民憲章唱和

3.来 賓ご挨拶

4.総 会議長の選出

5.定 期総会議事

1)第 1号議案 平成 30年度事業報告

2)第 2号議案 平成 30年度決算報告及び会計監査報告

3)第 3号議案 令和元年度理事及び役員選出 (案 )

4)第 4号議案 令和元年度事業計画 (案 )

5)第 5号議案 令和元年度予算 (案 )

6)第 6号議案 五領地区連合自治会規約 一部改正 (案 )

6。 総会議長の退任

7.新 役員の紹介及び代表挨拶

8。  閉会のことば
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高槻市民憲章

前  文

わたくしたちのまち高槻は、北は景勝摂津峡をいだく北摂運山につつまれ、 南は淀川の

豊かな流れに臨み、平和な風土に恵まれています。

わたくしたちのまち高槻は、祖先の心をしのばせる遺跡・史跡をはじめ、 多くの文化財を

もつ曲緒のあるまちです。

わたくしたちは、この地にあって、真に生きがいのある文教・福祉都市を建設し、 子孫が

誇りをもつて「わが郷土・高槻」と語り継げるよう、 明日への願いをこめて、ここに

市民憲章を定めます。

条  文

1高機は わたくしたちの 自治のまち

わたくしたち :よ、市民としての自覚と責任をもつて、進んでまちづ くりに参加 します。

2高槻は 心と心を 結ぶまち

わたくしたちは、信頼と愛情を深め、
｀
すべての差別をなくし、自由と公正を守 ります。

3高槻は 住みよい環境 めざすまち

わたくしたちは、あらゆる公書をなくし、生活の安全を守 り、花と緑を育てます。

4高槻は 生きるよろこび 燃やすまち

わたくしたちは、体を鍛え、仕事に励み、明るい家庭と社会を築きます。

5高槻は 文化の華を 瑛かすまち

わたくしたちは、人間性豊かな教養を高め、輝 く市民の文化を創 ります。

(昭和52年 12月 5日制定 )

高槻市民憲章制定市民会議
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第35回 五領地区連合 自治会 定期総会 議事次第

「1時  令和元年5月 12日 (日 )14時 ～16時  (13日寺30分より受付開始 )

場所  高槻市立五領公民館 2階 大集会室

く定期総会議事>

第 1号‐議案    平成30年度事業報告

第2号議案    平成130年度決算報告及び会計監査報告

第3号議案    令和元年度理事及び役員選出 (案 )

第4号議案    令和元年度事業計画 (案 )

第5号議案    令和元年度予算 (案 )

第6号議案    五領地区連合自治会規約 一部改正 (実 )
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第 1号議案

平成 30年度事業報告
五領地区連合自治会

7舌重力]項 目 主な内容

14:00よ り_圧 領公民館に於いて開催 (来 ■)高槻市長、
(出 席者)役員・理事・代議員計45名 、委任状 23名 、計 68名
(i義 案)

(1)平成 29年度事業報告、②平成 29年度決賃1報告及び会計監査報告
(う平成 30年度役員i墾 出、C平成 30年度事業計画i、

3「ル算の承認

高槻市環境美 |ヒ推進デIを 中心に、地域の清掃活動を実竃
~~~

(推進 デー :5月 20日 ・ 11月 18日 )

F`成 30年度定期総会

5月 13日 (日 )

(14:Oo～ 15:00)

環境美化推進事業

5月 ・ 11月

第 2 2 1iil

ザi領ふ る さ と祭 り

ア「1 2 8 FI(■ )

(17:00～ 21:0())

会場 :五領′Jヾ 声校

テーマ :噺飛 曽:かな :′:領のまちへ あふれる笑顔 | つながる′亡ヽ | "
内 容 :第 1部 トワイライトステ‐デ (1軽音楽、ダンス、和太鼓、歌 二線他)

第 2部 盆踊 り (靖月会、高槻江州音頭保存会 )

上記内容で、計画 。準備を進めていよしたが、台風来襲のため、前「|の

朝に中止を決定致 しました。

ず馬槻市より栄養± 2夕 |、 健康推進室 2夕,の方より指導1頁 きました。
勉強会 :健康維持のための料理について

訓J■
l実習 :1状 立「①豚肉と高野豆腐のロー′レ巻き、②さつまいものみぞ

れ酢、0な めとろ‖J      参加者 :23夕
|

秋 の調理実習会

10月 411(木 )

(101lo～ 13:い )

場 Fl:五領公民館 調理室

社会見学会

11月 14H(水 )

出発 8:30り 最着 1_7:30

テーマ :「 水―私たちの暮らしを支え、守る琵琶湖を1)っ と知ろ
見学先 :①南郷洗堰、②草津水生植物園、③近,■人幡市内散策、
参加者 :95名

，フ

等

高槻 市全域大防災訓練

2月 10「|(H,
(10:(DO～ 12:(り 0)

避難場所 :五領小学校体育館

地震想.定 :大阪北部を震源によるM7.5、 震度 7の地震

副|1練 内容 :避難所運営マニュアル (H311.1施 行)の実証副|1練

0受付&避難者誘導、②iti難所環境整備、0非常食炊出し&配膳、

0援助物資配付、C情 報収 FTl・ ・伝達、0要介護者支援
参加者 :300牢1以 L

ステージ :大 正琴、民話舞路、ハン ドベル、詩吟、三線、カラ」
‐
ケ、

フラダンス等

展  示 ■書道、写真、絵画、フラリーアレンジメン ト、車模型等
会  場 :五領公民館  (五領公民館 tL共催)

J二・出展者 :290名 (学校関係を含まず) 来場者 :約 600名

第 29回■1領文化展

演舞印1々「,いぶ ステージ

風推彩 々あ― とギャラリー

3月 211(土 )、  3日 (日 )

(10:oo～ 17:Oo)

第 37号

連合自治会だよりの発行

発行吉隣女:4, 000吉|:            ~~~~~~~~
発行 に」:平成 31年 3月 25卜 |

1 青少年健全育成協議会への助成

2.親 l‐ カーニバル 11月 3日 (11)10:oo′ヽ12:0()(PI'A協 議会主催)に 協賛

会場 :五 領中学校  「綿菓 予Jの模擬店を出店

3避 難所運営マニコアル (I131.11施行 )の 作成、防災資機材の購入
4.消 防本部 「高槻市消防フェステ ィ′`ル (イ オン駐車場)Jを支援
5定 例理 1事会を原則、毎月第211日在日午=後 7時から開催

そ の 他
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収 入 の 部 支 出 の 部
項  目 予算額 決算額 摘  要 項  目 予算額 決算額 摘  要

前年度繰越金 187,645 187,645

分担金
35,000 35,000 コミュニティ市民会議

会費 482,100 482,100 150円 ×3,214世帯 20,000 20,000 青少年健全育成協議会
地域振興補助金 543,435 543,435 市補助金 (小計 ) 55,000 55,000
預金利息 0 3 普通預金利息

雑収入 20,000 45,100

親子カーニメ

'レ

綿
菓子売上18,100円
文化展カレンダー
売上27,000円

活動費

400,000 300,000 五領ふるさと祭り補助

160,000 182,407 五領文化展

560,000 749,674 社会見学

会議費 48,000 60,000
1月 理事会&懇親
(3,000円 ×20名〉

30,000 0 親子カァニバル協賛

0 10,734 綿菓子仕入材料費
負担金 360,000 427,500 社会見学 0 130 健康推進事業への補助

(小計 ) 1,453,535 1,558,138 (小計 ) 1,150,000 1,242,945

会議費 80,000 90,600 1月 理事会&懇親、等

防災活動費 120,000 114,812 防災資機材購入等

広報費 97,200 97,200 連合自治会だより

研修費 5,000 5,000 コミュニティ研修費

慶弔費 5,000 0

通信費 5,000 1,386 切手等

消耗品費 5,000 10,596 インクカートリッジ

事務費 7,000 28,479 文具、コピー等

租税公課 200 2,900 収入印紙

予備費 111,780 7,700 駐車場賃貸料等

(小計 ) 436,180 358,673

合 計 1,453,535 1,558,138 合 計 1,641,180 1,656,618

京都信金: 5,635円

JA五領 :83,530円次年度繰越金 89,165
総 計 1,641,180 1,745,783 総 計 1,641,180 1,745,783

第2号議案

平成30年度決算報告書

五領地区連合 自治会

平成31年 3月 31日(単位 :円 )

以上の通り、ご報告いたします。 平成 31年  3月  31日 会計 Jヒ浦 寿

監査報告書

平成29年度、五領地区連合自治会の決算報告は、その関係帳簿、証憑書類と照合した結果、
収支は適正かつ確実に行われていることを認めます。

平成31年  ご月 ご′日

監査厖魚たみどヽり |ざ |

監査厖≧摯a亘聖暉JЭ
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(参考資料 )

第22回 五領ふるさと祭り 決算報告書

以上の通り、ご報告いたします。 平成31年 3月 31日  祭り会計
'有

薗 統紀子

監査報告書

平成31年 3月 31日

平成30年度、第22回 五領ふるさと祭りの決算報告は、その関係帳簿、証憑書類と照合した結果、収支は適正かつ確実に行われていることを認めます。

監査場k来 ふ睫メリ 罐難:

五領ふるさと祭り実行委員会

trzl*.\*?v.rf A3カラー100部 。4,000部等
7/26-z/10撻勤′再

■区シニアクラブ、五領中 、紅白幕、LEDバーライト等

三三二生、角印等

⊃ゴンゴゲーム
千ンゼルハイム自治会

―

償活用

淀の原町シエアクラブ

5)レンタル

F'z+>rv:21.9-*rp キャンセル料(フライヤー2台 )

サワムラレンタル 主ャンセル料(テーブル等)

ビールンoジュース
壁 タツフ、おどり参加賞

麦茶パック、他 麦茶パック、塩



く第3号 議案>

令和元年5月 12日

[役員。理事]

連合役員。

理事
自治会
役職

所属自ii会 氏名

会長 顧 問 上牧 上田 博夫

副会長 会長 井尻 西村  武

副会長 会長 萩之庄 塚本  典浩

副会長 会 長 梶 原 IFL村  正俊

事務局長 会長 道鵜町 柳 田  元

会計 会 長 五領住宅 北浦  寿

理 事 会長 淀の原田」
^

板倉  克和

理 事 会 長 東上牧阪急住宅 丸 山 茂

参 与 会長 上牧 飯 田 正和

理 事 会長 神内1丁 目 井上  晴彦

理 事 会 長 上牧南駅前町 有薗  統紀千

理 事 会長 梶原 :丁 目 奥村  勝一

理 事 会 長 権已1斤15。 6j´ 目 岡本  重夫

理 事 会長 楓 桝原 和貴

理事 会長 目|1島 玉村  仁志

理事 会長 12-VtVt''.lA 田井  ′享―‐

[連合役職 ]

役職
自治会
役職

所属 自治会 氏名

会計監査 元会長 Jl牧南駅前田J 家木  みどり

会計監査 元会長 L牧 安田 千明

顧 間 元会長 東上牧阪急住宅 高須賀 嘉章

顧 問 元会長 東上牧阪急住宅 清田 芳博

顧 l ll 元会長 梶原 5・ 6丁 目 谷川  秀次

参 与 元会長 梶原三丁 目 前田 利夫

工年度 高槻市等関係団体役員 <参考 >
団体名称 役 職 所属 白治会 氏夕1 備 考

T甘コミュニ

ティー市民会
議 メンハ

゛
―

幹事 東上牧阪急住宅 高須賀 嘉章 (顧間)(市民会議議長 継続 )

委 員 ヒ牧 L田  博夫 (会長 )

委 員 井尻 西村
‐

武 (副 1会長 )

委員 萩之庄 塚本  典浩 (副会長 )

赤十宇

分同長 L牧 上田 博夫 (連 合推薦 )

2年任期の
2年 目

目1分団長 梶原 長谷川 良隆 (連合推薦 )

献血委員
上牧 長谷川 かよ子 く委嘱 >
L牧 山中 玲子 <委嘱>

会 計 五領住宅 北浦  寿 (会計 )

防犯協議
△
―_

支部長 東上牧阪急住宅 高須賀 嘉章 (顧‖1)(市防

`巳

協議会会長 継続 )

副支部長 井 尻 西村  武 (理事 )

会 計 五領住宅 北浦  寿 (会計 )

青少年健
全育成協

議会

理 事 梶 原 梶村 正俊 (副会長 )

代議員 tV:V.lVtt4 l-. 田丼1 7享―^

(理事

顧 問 上牧 lltt llll夫 (会長 )

地域教育
協議会

上牧 上田 博夫 (会長)
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<第 4号議案>

令和元年度 事業計画  (案 )

※但し、各実施活動の具体的内容、時期、推進体制等については、理事会にて継続協議じていくc

8

活動区分 実施項 日 実施月 日 実施内容

安全安心
住みよい

まちづくり

防災活動の強化

9月 末 目途 避難所運営マニュアルの見直し

11月 末 (未定 ) 市f民避難詞|1練 (南 llLプ ロック)時 に安否確認副1練

1月 19日 (日 )

仮)防災講座「自然災害 (七 向き合う」
五領公民館と共催

防犯活動の推進 時期未定 研修会 、́¢)参 Wl l

環境美化活動の推進 5月 、11月 市環境美化デー連動での地域清掃活動実施

五領ふるさと祭り 7月 27日 (土 ) 盆踊り大会  五領小学校にて開催

健康づくり活動 11月 未定 (日 ) 健康スポーツフォーラム

l ll互 親睦
文化

スポーッ

交流
※

五領文化展
2月 29日 (土 )

～3月 1日 (日 )

展示とステー‐̂ジの文化展
五領公民館と共催

子供。青少年育成

11月 親子カーニバルヘの協力

12月 ホワイトコンサートヘの協力

連合自治会だよりの発行 3月 年 1回 各戸配付

情報発信 ホームページの立上げ 7月 日途
情報発信 &他の組織との情報連携を図る(ボー
タルサイトの位置付け)

<会議 >

定期総会 5月 121J(日 ) 14時 五領公民館

定例理事会 毎月第2土曜 19日寺 _■L領 公民館

高槻市等関係団体会合への出席 高槻市コミュニティ市民会議、防犯協議会等



・ 1第 5号議案>

令和元年度予算 (案 )

五領地区連合自治会

(単位 :円 )

1又フ、σ)音「

項 目 前年度実績 予算金額 摘 要

前 年 度 繰 越 金 187,645 89,165

l也 域 振 興 補 助 金 543,435 545,()10 計i補助金 (防災活動費 100,000円 を含む )

ム
菫 費 482,100 480,150 150円 ×3,201戸数
△
ム 議 費 60,000 60,000 1月 理事会&懇親 (3,000円 X20名 )

負 担 金 427,500 0 社会見学会は隔年実施

雑 |1又 入 45,103 45,000 親子カーニハ'ル綿菓千売上、文化展カレンダー、預金利層、

合  計 1,745,783 1,219,325

支出の部

項 目 前年度実績 予算金額 摘 要

分 担 金 55,00() 55,000
コミュニティー市民会議         35,000

青少年健全育成協議会分担金    20,000
△

=
議 費 90,600 95,000 会議、反省会等経費

活 動 費 1,242,945 630,000

五領迭、るさと祭り          200,000

五領文化展の開催         180,000
芝生育成会への補助 ※1     100,ooo
ホームページ立上げ初期費用    150,000

防 災活 動 事 業 費 114,812 100,000 防災副1練、資機材の購入等

広
口
区

圭
十

脅
（

97,200 97,200 連合白治会だより発行 (年 1回 )

研 修 費 5,000 5,000 教育委員会との研修会費等

慶 弔 費 0 5,000

通 一ビ
ロ 費 1,386 5,0()0 切手等

消 耗 品 費 10,596 10,000 インクカートリッジ等

事 務 費 28,479 20,000 事務用品、コピー等

租 税 公 課 2,900 0 収入印紙

予 備 凛
貝 7,700 197,125 選挙

'1会
人昼食手当、他

翌 年 度 繰 越 金 89,165

合  計 1,745,783 1,219,325

※1:執行条件として、芝生育成会の前年度の役員リスト及び会計報告書の提出を求めることとします。

または、今年度の領収書と引き換えに支払うこととしますっ但し、予算額以内とする。
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五領地区連合自治会規約 (案 )

第 1条  (名称及び事務所 )

この会は、五領地区連合自治会 (以下「本会Jと称す。)と称し、事務所を高槻市立五領公民館

内に置く。

第2条  (会員 )

本会の会員は五領地区内の単位白治会の世帯代表者で構成する。

第3条  (目 的)

単位 自治会相互の親睦を図り、連携を密にすることにより、五領地区全体が豊かで明るく

楽しく、安心して暮らすことが出来るまちづくりをする事を目的とする。

第4条  (理事及び理事会)

① 理事は単位 自治会の代表として、単位 自治会長若しくは単位 自治会長が推挙した者とする。

単位 自治会代表である理事により理事会を構成する。

② 理事の任期は1年とする。但し再任を妨げないっ

③ 理事会は月1,回 の定例会及び本会運営上の必要に応じて、会長が招集し開催するc

④ 理事会は理事の過半数以上の出席をもつて成立とし、出席者の過半数以上をt)っ て議決とする。

⑤ 理事会は役員の選出、総会に付議すべき事項、総会の議決に基づく会務の執行に関する事項、

を協議、決定する。また本会運営上の諸課題について、役員会と協力して取り組む。

第5条  (役員及び役員会)

① 年度最初の理事会において、理事の中から以下の当該年度役員を選出し、役員会を構成する。

会長     1名

副1会長    3名   但し年度毎の事業計画遂行のため増減出来る。

事務局長   1名

会計     1名

② 各役員の任期は1年とする。但し再任を妨げないが、最長4年とする。

③ 役員の任務は以下に定める。

会長   本会を代表し、会務を統括する。

副会長  会長を補佐し、会長事故の時はその職務を代行する。

事務局長 本会の運営全般を担当し、諸事項を記録保管する。

会計   本会の収支について会計事務を行い、結果を総会にて報告する。

④ 役員会は本会運営上の必要に応じて、会長が招集し開催する。

役員会は役員の過半数以上の出席をもつて成立とし、出席者の過半数以上をもつて議決とする。

⑤ 役員会は本会の事業及び理事会からの提案事項等の諸課題について審議及び企画・立案

を行い、理事会に諮る。また理事会、総会にて議決された事項を執行し、統括する。

第6条  (会計監査)

役員もしくは理事経験者のなかから 2名選出し、任期は1年とする。

会計監査は本会の会計業務を監査し、その結果を総会において報告する。
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第7条  寺副得及び参議→

① 理事会及び役員会は必要に応じ、理事及び役員の職務をサポートする役として顧間及び

参与を若千 71、 任命することが出来る。

② 顧間は本会役員もしくは理事経験者のなかから選出し、高槻市の自治会連合団体の各種

協議会の五領地区の代表としての職務を遂行することが出来る。

③ ただし、顧問及び参与は理事会、役員会の議決権は有しない。

Ω 役員会は会長以下役員実務の補佐役として、事:鍵 ンフを若千名任命することが

できる。資格要件は問わないが、必要な業務を遂行できる知見、技量を有するt)のとするの

第8条  (総会及び代議員)

① 総会は各単位 自治会より選出された代議員により構成される。代議員の総数は100名 とし、

各単位 自治体の代議員数は当該年度前年度4月 の各単位 自治会の世帯数を基準として設定する。

ただし単位 自治会の世帯数の変動に応じて毎年度4月 に見直し、理事会にて決定する。

単位 自治会の代議員の選任方法については、単位 自治会にて協議決定するものとする。

② 定期総会は毎年5月 に開催し、前年度の事業内容、決算等の報告及び当該年度の理事、

役員、会計監査の選出、及び事業計画、予算についての理事会案を審議し、承認を行う。

③ また、連合自治会、単位 自治会に大きな影響を及ぼす案件が発生し、総会にて対応を

協議の必要があると理事会が判断した場合は、会長は臨時総会を招集することが出来る。

④ いずれの総会においても、総会は代議員の出席及び委任状の提出が過半数を超えることに

より成立するものとする。

⑤ 総会の議決ついては、出席代議員の過半数以上の賛成をもつて決定する。

第9条  (規約の改廃等 )

① この規約の改廃は、総会において出席代議員の過半数以上の賛成を必要とする。

② この規約の定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の承認により定めること

が出来るc

第 10条  (年度)

本会の会計を含む運営年度は毎年、4月 1日 から3月 31日 とする。

但し、新年度の理事、役員が決定されるまでの期間は、前年度の理事、役員が継続代行して

運営にあたるものとし、重要事項については総会にて事後報告、承認を得るものとする。

第 11条  (会費)

単位 自治会は別表の各単位 自治会世帯数に 150円 を乗じた金額を年度の本会会費として

所定の期 日までに納入する。

第12条  (その他)

本会の運営上規約に明記されない事項については、すべて理事会の決議でこれを決める。

また重要案件については総会に諮ることとする。

[規約改訂履歴 ]

昭和59年2月 12日 制定 同年 4月 1日 施行

昭和63年 5月 14目 改定 施行

平成 6年 5月 15日 改定 施行

平成 14年 5月 12日 改定 施行

平成 29年 5月 14日 改定 施行
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<別表 >   各単位 自治会 世帯数及び代議員数

2019年度

白治会名称 世帯数 代議員数

1 淀の原町 1,205

東上牧阪急住宅 749

3 t.zElvt:4J>

4 上枚

5 五領住宅

6 梶 原 4

7 道鵜町 79 3

8 前 島 3

9 萩之庄 3

梶原三丁 目 3

11 trt原 5。 6丁 目 ,

楓
Ｏｂ

1

神内1丁 目 1

上牧南駅前町 1

井尻 1

<合計 > 3,201

※2019年 4月 現在 登録世帯数を基本に代議員数を決定の
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